
令和８年度

埼玉県推奨候補図書

募集
要項

「埼玉県青少年健全育成条例に基づ
く推奨、指定及び命令に関する認定
基準」に該当すると認められる図書で
あって、原則として発刊後１年３か月
以内のものを対象とします。（令和７年
１月以降発刊のもの）

（１）乳幼児向け
（２）小学校低学年向け（１・２年生）
（３）小学校中学年向け（３・４年生）
（４）小学校高学年向け（５・６年生）
（５）中学生向け
（６）高校生・青年向け

埼玉県電子申請・届出サービス
パソコン又はスマートフォンにて電子申

請で申し込みください。

令和８年３月３日（火）

令和８年１０月上旬（予定）

（１）上・中・下などに分かれている「続き
もの」については、全作品がそろった
時点で応募できるものとします。ただ
し、内容が一巻ずつ読み切りになって
いる作品は、一巻ずつ応募できます。

（２）以下の図書は例年応募が少ないた
め、積極的な応募をお願いします。

①中学生向け、高校生・青年向けの図書
②郷土や伝統を愛し、それらの良さを認
 識するのに役立つ図書（「埼玉県青少
年健全育成条例に基づく推奨、指定及
び命令に関する認定基準（抄）」 （３）
イ

（３）過去に応募したものの推奨に至らな
かった図書の再応募は御遠慮くださ
い。

ただし、以下の図書は対象から除きます。
（１）全国学校図書館協議会が読書感想文コンクールの
課題図書として選定した図書及び同協議会が読書
感想画中央コンクールの指定図書として選定した図
書

（２）埼玉県学校図書館協議会の夏休み及び冬休みの
推薦図書

（３）実用書及び図鑑、辞書及び参考書、技巧書等、学習
のために刊行された図書

（４）特定の政党、宗教団体、企業、主義主張等を支持、
あるいは宣伝することを目的とした図書

（５）推奨時点において、入手困難になる恐れのある図書
（６）過去に埼玉県推奨図書として推奨された図書
（７）賞（例：芥川賞、直木賞、本屋大賞）を受賞した図書

等広く周知されている図書

１ 対象

２ 対象
   区分

３ 応募
方法

４ 応募
期限

パソコンやスマートフォンでご覧の方はこち
らの二次元コードをクリックして電子申請・
届出サービスに接続されます。

５ 公表
時期

６ 留意
事項

(1) 豊かな人間性を養う
ア 思いやりや社会性、倫理観や正義感などを養うもの
イ 「生命の大切さ」の心情や意識を高めるもの
ウ 社会の一員としての自覚を高め、社会参加の精神を
養うもの

エ 言葉、表現等に親しみ、楽しむことで情操を高めるもの
(2) 生きる力を育む
ア 思考力、判断力、創造力、問題解決能力などを育むも
の

イ 人間としての在り方生き方を考えるきっかけとなるもの
(3) 知識・教養を深めるもの
ア 自然や科学、スポーツ、文化芸術などへの興味関心を
高め、理解を深めるもの

イ 郷土や伝統を愛し、それらの良さを認識するのに役立つ
もの

ウ 国際感覚を養い、国際理解に役立つもの
エ 多様性を理解し、共生意識を高めるもの
オ 健やかな発達・成長のため、基本的な生活習慣や態度
を養うもの

(4) その他
ア その他青少年の健全育成に特に役立つもの

応募先 および

お問い合わせ先

担 当 埼玉県県民生活部青少年課 健全育成支援担当
住 所 〒３３０－９３０１ さいたま市浦和区高砂３－１５－１
電 話 ０４８－８３０－２９０７
メール  a2905-01@pref.saitama.lg.jp

「埼玉県青少年健全育成条例に基づく推奨、
指定及び命令に関する認定基準（抄）」

埼玉県推奨図書
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